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日立市内の芸術作品㉓
竹内　彰《鉄釉抜絵山文皿》
1977年（日立市郷土博物
館蔵）

新型コロナウイルスに関する最新情報は
当所ホームページの

↑こちらからご確認ください。↑

竹内彰（1931─2002）は長
年に渡って日立製作所の陶房・
大甕陶苑で制作してきた陶芸
家です。本作は1970年代に連
作的に制作された大皿の一点
です。初期から晩年まで竹内が
見せた絵画的な作陶の中でも、
特に叙情性の高い作品といえ
るでしょう。

自治・振興金融、マル経資金が
国・市からの利子補給により、
当初３年間の利息が実質無利
子になりました！
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１

日立商工会議所の動き4月4月
４月 6 日　正副会頭会議

４月 8 日　専門相談（他１件）

４月13日　共済キャンペーン進発式

４月17日　珠算振興委員会

 経営安定セミナー

４月22日　常議員会

高校生のインターンシップ受入事業所を募集

◆実施時期 ： 【令和2年10月20日（火）～10月22日（木）】の3日間
◆対象業種 ： 製造業、ソフトウェア、電気工事業、自動車整備業
◆人　　数 ： 各2～5名（1事業所）
◆申込締切 ：  6月30日（火）

◆そ  の  他 ： 生徒に対する要望がありましたらお知らせ下さい。
　  また、受入申出後、人数等の調整をすることがあり
  ますのでご了承ください。
◆申込・問合せ：茨城県立日立工業高校　☎22-1049
  　 会員サービス並びに工業課

昨年は122名の生徒が会員企業
51社で職場体験。

●茨城県立日立工業高等学校の2年生と1年生の希望者が対象
●体験者（高校生）は、保険（傷害、賠償責任）に加入し、交通費及び昼食は、体験者
　（高校生）が負担します。
●プログラムは、受入企業での作成をお願いいたします。（事業所において出来る
　範囲で検討して下さい。）

総合建設業 鈴縫工業株式会社 www.suzunui.co.jp

本社：茨城県日立市城南町1-11-31　tel.0294-22-5311（代）　支店・営業所：水戸・つくば・東京・県西・神栖・筑西

　当所工業・建設・交通運輸業部会では、茨城県立日立工業高等学校で実施するインターン
シップ事業の受入事業所を募集します。

※今後の状況によっては、本インターンシップが中止となる場合もありますので、
　ご了承の程、お願い申しあげます。
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※国・市からの利子補給により、当初3年間の利息が実質無利子になります。
詳しくは経営支援課まで、お気軽にお問合せください

自治・振興金融融資制度自治・振興金融融資制度  小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）
【マル経制度】
○限　度　額　2,000万円
　　　　　　　※1,500万円超は事業計画書添付
○期　　　間　運転7年　設備10年
○保証・担保　原則不要
　利率1.21％（令和2年5月1日現在）

【新型コロナウイルス対策マル経】
○限　度　額　上記＋別枠1,000万円
○期間・保証・担保はマル経制度と同じ
　利率1.21％（令和2年5月1日現在）
　※当初3年間は上記－0.9％

【マル経をご利用頂ける方】
○日立市内（十王町地区は除く）で1年以上継続し

て同一事業を営んでおり、税務申告をしている、

従業員20名以下（商業・サービス業は5人以下）

の小規模事業者の方

休業要請等で資金が必要になる場合は、お早目にご相談ください。

【自治金融】
○限　度　額　1,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　個人事業主は原則不要。
　　　　　　　法人の場合は代表者。
　　　　　　　※特別な事情がある場合は、その他に
　　　　　　　　連帯保証人が必要になります。 

○担　　　保　原則不要
　利率1.11％（令和2年5月1現在）

【振興金融】
○限　度　額　2,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保　証　人　自治金融と同じ
○担　　　保　必要に応じて徴求
　利率1.21％（令和2年5月1日現在）

コロナウイルス対策のご相談はお早めに！コロナウイルス対策のご相談はお早めに！

　事業経営が不振に陥った時は、「早期に適切な手を打つ」ことが重要なポイントです。受注・販売不振、
手形の決済などで事業経営の先行きに不安が生じたらできるだけお早めに『経営安定特別相談室』に
ご相談ください。

○経営安定特別相談室とは…
　経営不振に陥った事業所から相談を受け、再建の見

込みがある企業については関係機関との協力により

再建の方策を講じるなど倒産を未然に防止すること

を目的に設置されているのが「経営安定特別相談室」

です。相談室では商工調停士等の専門家が相談に応じ

ます。

○商工調停士とは…
　中小企業の倒産に関わる諸問題について解決に向

けての相談・アドバイスを行ないます。商工調停士は、

当所会頭から委嘱されています。

○お申込みにあたって…
　経営不振に陥った経緯などをお聞かせいただくと

ともに相談アドバイスに必要な資料の提出をお願い

しています。

困った時には早めの相談！

相 談 の 手 順

相 談 申 込

相談内容の検討

・経営、財務内容の把握と分析

・倒産防止の方策の検討

調 停
債権者等関係者
への協力要請

・金融斡旋

・手形処理指導

・事業転換指導

・円滑な整理方法の検討

・法的手続き等の指導、助言

経営安定特別相談室

相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営支援課まで。相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営支援課まで。
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　参加店舗で利用できる「飲食店等応援チケット」を市内にお住まいの18歳以下の子ども全員に無料配布します。
（１人当たり3,000円、約25,000人）。一般の方向けには5,000円分のチケットを販売（レジかごバック進呈）。　
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ひとりひとりの応援の輪がこのまちを元気にします。

h t t p s : / / w w w . j i z o ku k a - ky u f u . j p /

－  問合せ　経営支援課 －

－  問合せ　経営支援課 －

【中小法人・個人事業者のための】

じぞくかきゅうふきん

持 続 化 給 付 金

本ホームページで電子申請すると、
事務局で申請内容を確認し

※申請に不備が発生した場合マイページへ連絡が入ります。されます。通常2週間程度で入金
持続化給付金 検索

日立の美味しいお持ち帰りメニューを紹介

新型コロナウイルス対策緊急応援
テイクアウト情報

掲載店随時募集・更新中! QRからメニューやお店の情報が見ら
れます。宅配の相談やメニューの詳細など直接お店にお問い合わ
せください。新型コロナウイルスの影響で営業時間やメニュー
内容に変更がある場合があります。    

「おうちでひたちごはん」
　　利用促進事業のご案内

その 1 （半額分を市が負担）
　テイクアウト・デリバリーの利用があった際に、利用料（商品購入額）の一部を、市が負担します。

その 2 参加店舗限定 応 援 チ ケ ッ ト

　茨城県では、新型コロナウイルスの影響により売上等の減少で経営の安定に支障を生じている
中小企業者向けに設定されましたのでご活用ください。

⑴　休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、一定の
　要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100％とします。

⑵　⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60％を超え
　る部分の助成率を特例的に100％とします。

　　※対象労働者１人１日当たり8,330 円が上限です。

申請方法　証拠書類等をそろえ、パソコンやスマートフォンなどから電子申請
となります。ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、
※「申請サポート会場」を開設する予定です。

給付金額　法人 200万円 ／ 個人事業者 100万円
申請期間　令和2年5月1日（金）から令和3年1月15日（金）まで

新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内

雇用調整助成金の特例措置が更に拡充されました！
雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。

融資限度額　設備・運転・併用：8,000 万円
融 資 期 間　設備・運転・併用：10 年（据置5年）
融 資 利 率　年1.3％～1.6％（当初3年間 融資額3,000万円を上限に利子補給により実質ゼロ（要件あり））
信用保証料　年0.70％～0.85％（融資額3,000 万円を上限に国による補助により実質ゼロ（要件あり））

　売上が急減した中小企業・個人事業主に対し、県と市町村が協調して事業継続のための貸付
を行います !

中小企業事業継続応援貸付金のご案内

貸付限度額　200万円（貸付額の算定方法によって決まります）
貸付対象者　前年同月比で 1か月の売上が50 %以上減少している月があること
　　　　　　公的融資制度や民間金融機関の融資を受けられなかったこと 等
貸 付 期 間　10年以内（据置5年以内）
貸付利率等　無利子・無担保
償 還 方 法　原則、半年賦又は一括

※日立商工会議所が申請サポート会場になる予定です。詳細は後日、上記ホームページに掲載され
　ますのでご確認ください。

－  問合せ　経営支援課 －

－  問合せ　会員サービス並びに工業課 －

　茨城県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業要請や協力依頼に応じて、
施設の使用停止や営業時間の短縮に協力いただいた中小企業・個人事業主の皆様に対し、協力
金を支給いたします。 
申請受付期間　令和2年5月1日（金）～6月30日（火）（当日消印有効）
提 出 方 法　郵送（簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。）

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のご案内

（宛　先）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978－6
 茨城県休業要請・協力金対策チーム  宛
（問合せ）電話番号：029－301－5375
　　　　開設時間：9時～17時（土日祝日を含む毎日）

雇用調整助成金の特例措置のポイント

日立商工会議所では
申請書類の配布のみ
行っております。

日立商工会議所では
申請書類の配布のみ
行っております。

対　　　象　「おうちでひたちごはん」に登録し、且つ、利用促進事業に参加する事業者
 ※各事業者が調理・製造・加工した飲食物を販売すること等（申請後、事務局での審査があります）
 ※コンビニ、スーパー、他から仕入れた飲食料品のみを販売する事業者の方は対象外
補助限度額 上限50万円／事業者
 ※複数店舗を経営していても上限額は同じです
事 業 期 間 令和2年5月25日（月）～令和2年8月31日（月） －  問合せ　商業観光課 －



　参加店舗で利用できる「飲食店等応援チケット」を市内にお住まいの18歳以下の子ども全員に無料配布します。
（１人当たり3,000円、約25,000人）。一般の方向けには5,000円分のチケットを販売（レジかごバック進呈）。　
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日立市から のお知らせ

第1653号　（毎月20日発行） 令和2年5月20日　⑥⑦　第1653号　（毎月20日発行） 令和2年5月20日

　新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな
影響を受けている事業者のうち、国の持続化給付金
の対象とならない事業者に対して、事業の継続を支

え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
◆ 給付対象者 ◆
　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で３０％以上５０％未満減少している市内中
小企業者、フリーランスを含む個人事業者等。
※国の持続化給付金の対象となった者、みなし大企業、市税滞納者、暴力団関係者は除く。 No
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0294-22-3111( 471 487)
shoko@city.hitachi.lg.jp
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事業者向け補助制度募集開始のお知らせ事業者向け補助制度募集開始のお知らせ事業者向け補助制度募集開始のお知らせ緊急事業継続給付金緊急事業継続給付金緊急事業継続給付金

100％

50％

0％

30％未満

50％以上

30％～

50％未満

売上減少率

中小企業・個人事業者
20万円

(市)緊急事業継続給付金

(国)持続化給付金

対象外

中小企業
200万円

個人事業者
100万円

■シェアオフィス
　ブース：￥30,000～／月
　デスク：￥12,000～／月
■コワーキングスペース
　月額会員：￥10,000～／月
　時間単価：￥300～／ｈ

■シェアキッチン
　￥1,000～／ｈ
■スタジオ利用
　￥1,000～／ｈ
■住所利用・郵便ポスト
　￥3,000～／月

　市では、街なか（中心市街地）での創業促進と雇用創出、企業誘致のため、商店街の空
きテナントなどを活用し、事務所や交流スペースとして安価に提供する街なかマイクロ
クリエイションオフィス「晴耕雨読」を整備しました。
　「晴耕雨読」は「学生や主婦がチャレンジ（小さな起業）でき、地域と掛け算することが
できる多世代交流シェア施設」をコンセプトに、コワーキングスペースやサテライトオフ
ィスとしての機能を備えます。
　＜１階＞　○シェアキッチン　○コミュニティスペース（Free）
　　　　　 ○ミーティングスペース　○スタジオ（会議室）
　＜２階＞　○コワーキングスペース　○ブーススペース　○デスクスペース

街なかマイクロクリエイションオフィス 「晴耕雨読」街なかマイクロクリエイションオフィス 「晴耕雨読」 入会希望者・月額
会員募集中！

利
用
料
金

詳細は、メールでお問合せください。
info@seikouudocu.com
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